
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  退職所得を計算する場合の勤続年数 

Ｑ：退職所得を計算する場合の勤続年数は、

どのように計算したらいいのですか。  

 

Ａ：１年未満の端数は切り上げて１年とし

て計算します。長期欠勤や休職の期間がある

場合は、勤続期間に含めて計算します。 

【解説】 

勤続年数は、次のように計算し、１年未満の

端数は切り上げて１年とします。また、長期欠

勤や休職の期間もこれらの期間に含めて計算

します。 

①退職者が、その支払者の下において就職の

日から退職の日までの間に一時勤務しなかっ

た期間がある場合･･･その一時勤務しなかった

期間前にその支払者の下において引き続き勤

務した期間を勤続期間に加算した期間により

計算します。 

②退職者が、その支払者の下で勤務しなかっ

た期間に他の者の下に勤務したことがある場

合において、その支払者が退職給与規程の定め

によりその退職金の額の計算の基礎とする期

間のうちにその他の者のもとに勤務した期間

を含めて計算するとしている場合･･･その期間

を勤続期間に加算した期間によります。 

③退職者がその支払者から前に退職金の支

払を受けたことがある場合･･･前の退職金の額

の計算の基礎とされた期間の末日以前の期間

は、勤続期間又は①もしくは②により加算する

期間に含めません。 

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２００９年）平成２１年   火曜日  月９  日 

 
８

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

3 8 3 8  

 

号 


